
【IT導入支援事業者】移行登録手続きのご案内
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更新日：2024年3月19日

「IT導入補助金2023後期事務局」にて、IT導入支援事業者情報・ITツール情報を登録済みのIT導入支援

事業者は、移行登録を行うことで 「IT導入補助金2024」にて登録済みの情報を継続して交付申請に利用する

ことができます。

移行登録にあたり、「IT導入補助金2023前期事務局」から「IT導入補助金2023後期事務局」へIT導入支

援事業者情報とITツール情報を継続利用登録された皆様におかれましては、「移行登録事前確認(STEP①)」に

ご協力いただきました。本資料では「移行登録手続き(STEP②)」についてご案内いたします。

対象者

手続き

以下にあてはまるIT導入支援事業者

• 「IT導入補助金2024」への移行の希望がある

• 「IT導入補助金2023前期事務局」から「IT導

入補助金2023後期事務局」へIT導入支援事

業者情報・ITツール情報を継続利用登録して

いる

移行登録に際して、2023前期事務局から2023後期

事務局へ継続利用登録したIT導入支援事業者情

報とITツール情報の事前確認

受付期間

2023年12月19日～2024年1月22日

（受付終了）

「IT導入補助金2024」への移行を希望されるIT導入支援事業者

STEP①事前確認の受付手続き

STEP②移行登録手続き

移行登録全体のフロー

以下にあてはまるIT導入支援事業者

• 「IT導入補助金2024」への移行の希望がある

• 「IT導入補助金2023後期事務局」よりIT導入支援

事業者情報・ITツール情報を新規に登録している

• 「IT導入補助金2023前期事務局」で登録したIT導

入支援事業者情報・ITツール情報について事前確認

の手続き(STEP①)が完了している

【法人単独・コンソーシアム幹事社】

・移行登録手続き

【コンソーシアム構成員】

・情報引継ぎ申請

2024年2月16日～2024年4月2日

概要

2023前期→2023後期へ継続利用登録

された皆さま
2023後期から新規で登録申請された皆さま

STEP①

事前確認の受付手続き

STEP②

移行登録手続き

STEP②移行登録手続き

※STEP①不要

※ コンソーシアム（構成員）によるIT導入支援事業者情報の事

前確認受付手続きについては、「2024年1月29日」が受付期

限となります。ただし、コンソーシアム（構成員）のITツール情報

の事前確認の受付期間は「2024年1月22日」となります。

本資料対象

本資料対象



移行登録における留意事項（共通）
2023前期→2023後期へ

継続利用登録された皆さま

2023後期から新規で

登録申請された皆さま

⚫ 対象者が受付期間内に手続きを行わない場合、IT導入補助金2024へIT導入支援事業者情報・ITツール

情報は引継がれず、新規登録が必要となります。

⚫ 「IT導入補助金2023後期事務局」 において、「ECサイト制作」機能を有するソフトウェアを登録している場合、

「IT導入補助金2024」へITツール情報は引き継がれません。

※ IT導入補助金2023の実績報告は引き続き可能です。

⚫ 「IT導入補助金2023後期事務局」において、インボイス制度に対応していないITツールを登録している場合、

当該ITツールを「IT導入補助金2024」に移行しても、インボイス枠で申請することはできません。当該ツールが

インボイス制度に対応する機能を有しており、「IT導入補助金2024」にてインボイス枠での申請を希望する場

合は、変更追加よりインボイス制度に対応する機能を追加し、移行登録を行ってください。なお、移行登録

後に変更申請よりインボイス制度に対応する機能を追加した場合においても、変更完了後よりインボイス枠

に申請が可能です。
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移行登録における留意事項（2023前期→2023

後期へ継続利用登録された皆さま向け）

2023前期→2023後期へ

継続利用登録された皆さま

2023後期から新規で

登録申請された皆さま

⚫ コンソーシアム（幹事社）はSTEP①未対応の場合、STEP➁の手続きを実施できません。幹事社および同

コンソーシアム内の構成員のIT導入支援事業者情報、およびITツール情報は引き継がれないため、 IT補助

金2024で新たにIT導入支援事業者・ITツールの登録申請をしていただく必要がございます。

⚫ コンソーシアム（構成員）はSTEP①未対応の場合、同コンソーシアム内幹事社による移行登録手続きが完

了していれば、STEP➁からIT導入支援事業者情報の引継ぎを申請することが可能（※）ですが、申請時

に必要書類を改めて添付頂く必要がございます。申請から審査完了までに時間を要する可能性があります

のでご注意ください。

※ ITツール情報はSTEP➁で新たに引継ぎ申請することはできず、IT導入補助金2024で新規登録が必要と

なります。



「法人単独・コンソーシアム幹事社」

における移行登録手順

IT導入支援事業者ポータルサイトにログインします。１ IT事業者ポータルログイン

事業者情報の移行登録画面から、「移行する」を選択します。2 移行登録画面の確認

登録完了のメッセージが表示されます。3 登録完了画面

移行登録手続きが完了となります。4 移行登録手続き完了

事務局による申請内容確認後、移行登録手続きが完了となります。

「コンソーシアム構成員」における

移行登録手順

IT導入支援事業者ポータルまたは構成員ポータルより申請してください。

➢ IT導入支援事業者ポータル： https://console.it-shien.smrj.go.jp/IT-01/

➢ 構成員ポータル：https://console.it-shien.smrj.go.jp/KO-A10/

移行登録手続き

※コンソーシアム構成員の移行登録につきましては、幹事社による移行登録完了後に下記手続きが可能です。

※「移行する」を選択すると、事業者情報・ITツール情報の引継ぎが行われます。コンソーシアムにつきましては、

幹事社が移行登録を行うことで、構成員を登録担当者としているITツールについても移行登録完了となります。

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

１ ご案内メールの受信

構成員ポータルサイトにログインします。2 構成員ポータルログイン

幹事社による「移行登録」が完了した旨をメールにて確認します。

「情報引継ぎ申請」より、必要な項目を入力します。3 情報引継ぎ申請

幹事社による入力内容確認後、申請内容の提出を行います。4 入力内容の確認

5 移行登録手続き完了

「コンソーシアム構成員」における留意事項

➢ 上記情報引継ぎ申請を行わなかった場合、コンソーシアム幹事社に構成員招待を行っていただき新

規登録する必要がございます。
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１ ▶ IT導入支援事業者ポータルログイン

ポータルサイトにログインします。

2/16以降メインページにて「事業者

情報の移行登録」ボタンを表示しま

す。押下すると移行登録画面へ遷
移します。

2023後期事務局で作成したログイン

ID・パスワードを使ってログインしてくだ

さい。

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)
「法人単独・コンソーシアム幹事社」

における移行登録手順

２ ▶ 移行登録ボタンの確認

マイページTOPより、「事業者情報の移行登録」ボタンを押下します。

※画面イメージ

※画面イメージ
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法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

移行登録完了のメッセージが表示

されます。

「事業者情報の移行登録」の選択

で「移行する」を選択し、「登録」ボタ

ンを押下してください。

3 ▶ 移行登録画面の表示

4 ▶ 移行登録手続き完了

※画面イメージ

※画面イメージ
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4 ▶ 移行登録手続き完了

移行登録完了時にメールが送付されます。

＜移行登録完了メール（法人単独）＞

コンソーシアム構成員につきましては、

移行登録にあたり別途「情報引継ぎ

申請」が必要となります（次頁参

照）

＜移行登録完了メール（コンソーシアム幹事社）＞

【IT導入補助金】移行登録完了のお知らせ

IT導入補助金2023にて登録いただいている事業者情報とITツール情報について、
IT導入補助金2024への移行登録が完了しました。
以下のURLよりアクセスし、今年度の交付申請を行うことが可能です。
※ログインID、パスワードはIT導入補助金2023と同じものを引き続きご利用くだ
さい

IT事業者ポータルへのアクセスはこちらから
https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/

------------------
IT導入補助金2024 事務局

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。ご返信いただいて
もお答えできませんのでご了承ください。
ご質問等のある方はお手数ですが以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
TEL：0570-666-376
受付時間 9:30~17:30（土・日・祝除く）
※電話番号はお間違いないようにお願いいたします。
ホームページ：https://it-shien.smrj.go.jp/ 

※画面イメージ

【IT導入補助金】移行登録完了のお知らせ

IT導入補助金2023にて登録いただいている事業者情報とITツール情報について、
IT導入補助金2024への移行登録が完了しました。
以下のURLよりアクセスし、今年度の交付申請を行うことが可能です。
※ログインID、パスワードはIT導入補助金2023と同じものを引き続きご利用くだ
さい
※コンソーシアム構成員におかれましては別途情報引継ぎ申請を完了していただ
くことで、今年度の交付申請が可能となります。

IT事業者ポータルへのアクセスはこちらから
https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/

------------------
IT導入補助金2024 事務局

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。ご返信いただいて
もお答えできませんのでご了承ください。
ご質問等のある方はお手数ですが以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
TEL：0570-666-376
受付時間 9:30~17:30（土・日・祝除く）
※電話番号はお間違いないようにお願いいたします。
ホームページ：https://it-shien.smrj.go.jp/ 

※画面イメージ

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

6

https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/
https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/


【IT導入補助金】コンソーシアム移行登録完了のお知らせと情報引継ぎ申請のお願い

コンソーシアム幹事社の情報がIT導入補助金2024へ移行されました。
コンソーシアム構成員の各社様におかれましても以下のURLから情報引継ぎ申請を行ってください。
情報引継ぎ申請を完了することで、今年度の交付申請が可能となります。
※ログインID、パスワードはIT導入補助金2023と同じものを引き続きご利用ください
※IT導入補助金2023後期事務局へ引継ぎを行っていない事業者様にも本メールが届くことがあります。誠にお手
数ながら確認の上でメールを削除いただくようお願いします

【注意】
情報引継ぎ申請を行わなかった場合、コンソーシアム幹事社に構成員招待を行っていただき新規登録する必要が
ございます。
詳しくはこちら（https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/）をご確認ください。

構成員ポータルへのアクセスはこちらから
https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/

「コンソーシアム構成員」における

移行登録手順

①幹事社が移行登録手続きを完了する(幹事社)

コンソーシアム（構成員）の移行登録は以下の流れで行います。

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

＜構成員の移行登録の流れ＞

①幹事社が移行登録手続きを完了する(幹事社)

②幹事社による移行登録完了お知らせメールより構成員ポータルへログイン(構成員)

③構成員ポータルから「情報引継ぎ申請」を押下する(構成員)

④必要項目を入力し、幹事社へ承認依頼する(構成員)

⑤ IT事業者ポータルで構成員情報の申請内容を承認する(幹事社)

⑥事務局に申請内容が通知され、事務局確認後メールが発出される

②幹事社による移行登録完了お知らせメールより構成員ポータルへログイン(構成員)

幹事社ポータル

※画面イメージ

※画面イメージ
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法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

＜構成員の移行登録の流れ＞

①幹事社が移行登録手続きを完了する(幹事社)

②幹事社による移行登録完了お知らせメールより構成員ポータルへログイン(構成員)

③構成員ポータルから「情報引継ぎ申請」を押下する(構成員)

④必要項目を入力し、幹事社へ承認依頼する(構成員)

⑤ IT事業者ポータルで構成員情報の申請内容を承認する(幹事社)

⑥事務局に申請内容が通知され、事務局確認後メールが発出される

「コンソーシアム構成員」における

移行登録手順

③構成員ポータルから「情報引継ぎ申請」を押下する(構成員)

④必要項目を入力し、幹事社へ承認依頼する(構成員)

構成員ポータル

※画面イメージ

構成員ポータル

※画面イメージ
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➢ コンソーシアム（構成員）が情報引き継ぎ申請を完了後、事務局での審査完了をお知らせする上

記メールの受信をもって移行登録が完了します。

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)

＜構成員の移行登録の流れ＞

①幹事社が移行登録手続きを完了する(幹事社)

②幹事社による移行登録完了お知らせメールより構成員ポータルへログイン(構成員)

③構成員ポータルから「情報引継ぎ申請」を押下する(構成員)

④必要項目を入力し、幹事社へ承認依頼する(構成員)

⑤ IT事業者ポータルで構成員情報の申請内容を承認する(幹事社)

⑥事務局に申請内容が通知され、事務局確認後メールが発出される

「コンソーシアム構成員」における

移行登録手順

⑤ IT事業者ポータルで構成員情報の申請内容を承認する(幹事社)

⑥事務局に申請内容が通知され、事務局確認完了後メールが発出される

【IT導入補助金】情報引継ぎ申請完了のお知らせ

2024年度事業への情報引継ぎが完了しました。
以下のURLよりアクセスし、今年度の交付申請を行うことが可能です。

構成員ポータルへのアクセスはこちらから
https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/

幹事社ポータル

※画面イメージ

※画面イメージ

https://xxxxxxxx.it-shien.smri.co,jp/


移行登録手続きについて、ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。

受付時間：9:30～17:30（土・日・祝日除く）

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業事務局ポータルサイト： https://it-shien.smrj.go.jp/

お問い合わせ先

0570-666-376

法人

(単独)

コンソ

(幹事社)

コンソ

(構成員)
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